
柴田町公告第１８号 

様式第１号（第４条関係） 

 

 柴田町特定随意契約の手続きに関する要領第４条の規定により、令和３年度 特定随意契約実施計画を公表する。 

 

課 名：福祉課 

公表日：令和４年３月１８日 

 

令和３年度 特定随意契約実施計画表 
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履行場所 

納入期限 
又は 
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１ 

役務 高齢者の
働く場の
確保 

軽度生活援
助型サービ
ス業務 
（ 単 価 契
約） 

ｻｰﾋﾞｽ準
備 、 掃
除 、 洗
濯、ベッ
ト メ イ
ク、衣類
整理・被
服 の 補
修、一般
的 な 調
理・配下
膳 等 の
軽 度 な
生 活 援
助 

介護保険
ケアプラ
ンに基づ
く利用で
時間は 30
分単位 
 
事業対象
者、要支援
1 は上限
週 2 回 2
時間。 
要支援 2
は上限週
4回 4時間 

柴田町内 令和 4 年
4 月 1 日
から令和
5 年 3 月
31 日 

令和 4 年
4 月 1 日 

福祉課 令和 4 年
3月31日 

高年齢者等の雇
用の安定等に関
する法律第三十
七条の指定を受
けたもののう
ち、柴田町介護
予防・日常生活
支援総合事業実
施要綱第 5 条第
3 項に規定する
で業務を受けら
れるもの。 

軽度生活援助サー
ビス業務を行う際
には、地域包括支
援センターが作成
するケアプランを
必要とするもの。 


